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■お詫びと訂正
本書の掲載内容に下記の修正（法改正に伴う修正を含みます）がございました。読者の皆

様及び関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

Ｐ１４７　中段

Ａ火災Ｂ火災Ｃ火災の記述を下表に差替え。
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防火管理者の選任〈消防法8条2〉
作業場（事務所等）･･勤務者50人以上
寄宿舎 ･･･････････居住者50人以上
消防計画の作成〈消防則3条〉

消火設備〈消防法17条の3の2〉
消火機器の数量・設置場所

警報設備〈消防令21、22、24条〉
自動火災報知器
漏電火災報知器
非常用警報

避難設備〈消防令25条〉
避難はしご、避難ロープ等

届　出
（条件に応じて）

●消防、消火設備の点検・整備
●火気使用、取扱の監督・指示
●消防計画の作成、消火・通報・避
難の訓練を定期的に実施

責　務

●火災の種類と消火器

●消火器は、防火対象物から歩行距離20m以内
に設置〈消防則6条6〉

●床面から高さ1.5m以下のところに設置し、「消
火器」の標識を付ける〈消防則9条〉

泡消火器…
普通火災、油火災用

二酸化炭素消火器
…電気火災用

ABC消火器…
粉末消火器。最も普
及しているタイプ

●耐用年数は8年
（設計標準使用期
限10年のものは
10年）。ただし、
設置環境の悪い
場合はそれ未満

防火管理と消火設備

事 業 者 

火
気
・
危
険
物
・
火
薬

第
９
章

A火災（普通火災） Ｂ火災（油火災） 電気火災

木材、紙、
繊維など
〈白丸〉

石油類、
可燃性液
体など
〈黄丸〉

変圧器、
配電盤な
ど〈青丸〉

Ｐ１４７下段　消火器の下枠内

【誤】・耐用年数は８年。ただし、設置環境の悪い場合はそれ未満

【正】・耐用年数は８年（設計標準使用期限 10 年のものは 10 年）。ただし、設置環境の悪

い場合はそれ未満

Ｐ 230 表　上・中

【誤】解体用機械（ブレーカ）の運転

【正】解体用機械の運転


